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公

告

〇
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表 

（
人　

事　

課
）　

　

一

 
公

告

〇
宮
城
県
の
任
用
、
給
与
、
勤
務
条
件
等
の
人
事
行
政
運
営
の
全
般
を
明
ら
か
に
し
、
人
事
行
政
に
お
け
る
公
正
性
及

び
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二

十
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
宮
城
県
の
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況
及
び
人
事
委
員
会

の
業
務
の
状
況
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
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一
　
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況

　
１
　
職
員
の
任
免
及
び
職
員
数
に
関
す
る
状
況

　
　
�
　
職
員
の
任
免

イ
　
退
職
者

　
平
成
17年
度
に
退
職
し
た
一
般
職
の
職
員
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
（
単
位
：
人
）

退
職
者
数

区
　
　
　
分

195
一
般
行
政
職

15
研

究
職

70
医

療
職

437
教

育
職

135
警

察
職

　

� 注 
１
　
「
一
般
行
政
職
」
と
は
，
行
政
職
給
料
表
適
用
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

　
２
　
「
研
究
職
」
と
は
，
研
究
職
給
料
表
適
用
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

　
３
　
「
医
療
職
」
と
は
，
医
療
職
給
料
表
�
～
�
適
用
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

　
４
　
「
教
育
職
」
と
は
，
教
育
職
給
料
表
�
～
�
適
用
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

　
５
　
「
警
察
職
」
と
は
，
公
安
職
給
料
表
適
用
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

　
６
　
「
技
能
労
務
職
」
と
は
，
技
能
職
等
給
料
表
適
用
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

ロ
　
採
用
者

　
平
成
17年
度
に
採
用
し
た
一
般
職
の
職
員
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ハ
　
再
任
用
職
員

　
再
任
用
制
度
は
，
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
25年
法
律
第
261号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
28条
の
４
及

び
第
28条
の
５
の
規
定
に
基
づ
き
，
高
齢
職
員
の
知
識
，
経
験
を
活
用
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
実
施

す
る
も
の
で
あ
り
，
再
任
用
を
希
望
す
る
退
職
職
員
を
，
選
考
に
よ
る
能
力
実
証
を
経
て
任
用
し
て
い
る
。

　
任
用
形
態
は
，
一
般
職
員
と
同
様
の
週
40時
間
の
勤
務
と
な
る
常
時
勤
務
職
員
と
一
般
職
員
よ
り
短
い
時

間
で
の
勤
務
と
な
る
短
時
間
勤
務
職
員
が
あ
る
。

　
平
成
17年
４
月
１
日
現
在
の
再
任
用
職
員
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
　
職
員
数

33
技
能
労
務
職

885
合
　
　
　
　
計

（
単
位
：
人
）

採
用
者
数

区
　
　
　
分

162
一
般
行
政
職

7
研

究
職

92
医

療
職

313
教

育
職

203
警

察
職

0
技
能
労
務
職

777
合
　
　
　
　
計

（
単
位
：
人
）

合
　
　
計

短
時
間

 勤
務
職
員

常
　
　
時

勤
務
職
員

44
34

10
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平
成
17年
４
月
１
日
現
在
の
各
任
命
権
者
の
条
例
定
数
及
び
職
員
数
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

� 注 
　
職
員
数
は
，
毎
年
度
総
務
省
に
報
告
す
る
「
地
方
公
共
団
体
定
員
管
理
調
査
」
の
数
値
（
た
だ
し
，
教
育

長
を
除
く
。）
で
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
に
基
づ
く
市
町
村
等
へ
の
派
遣
職
員
は
含
ま
な
い
。

　
な
お
，
厳
し
い
行
財
政
環
境
の
中
で
，
効
率
的
・
効
果
的
な
組
織
体
制
を
確
立
す
る
た
め
に
，
定
員
管
理
を

適
正
か
つ
計
画
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
，
平
成
18年
２
月
に
「
宮
城
県
定
員
管
理
計
画
」
を
策
定
し
，

平
成
17年

４
月
１
日
の
総
職
員
数
を
基
準
に
平
成
18年

度
か
ら
平
成
22年

度
ま
で
の
５
年
間
で
1,425人

程
度

の
純
削
減
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

２
　
職
員
の
給
与
の
状
況

�
　
人
件
費

　
平
成
17年
度
の
人
件
費
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
な
お
，
緊
急
の
雇
用
創
出
事
業
と
次
世
代
の
新
し
い
産
業
の
育
成
振
興
に
つ
な
が
る
事
業
を
柱
と
す
る
「
緊

（
単
位
：
人
）

職
員
数

 
条
例
定
数

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

5,398
5,611

知
事
部
局

5,203
5,335

　
う
ち
知
事
の
事
務
部
局

195
276

　
う
ち
県
立
大
学

42
43

議
会
事
務
局

5
6

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

24
24

監
査
委
員
事
務
局

19,199
20,228

教
育
委
員
会

480
491

　
教
育
委
員
会
の
事
務
局
及
び
教
育

委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外

の
教
育
機
関
の
職
員

18,719
19,737

　
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学

校
の
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員

16
18

労
働
委
員
会
事
務
局

18
19

人
事
委
員
会
事
務
局

3
5

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局

4,055
4,093

警
察
本
部

84
120

企
業
局

736
782

病
院
局

29,580
30,949

合
計

急
経
済
産
業
再
生
戦
略
」
が
平
成
15年
９
月
に
策
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
，
平
成
15年
度
か
ら
17年
度
ま
で
に

実
施
さ
れ
る
戦
略
に
位
置
付
け
ら
れ
た
各
種
事
業
の
財
源
に
充
て
る
た
め
，
知
事
等
及
び
職
員
の
給
与
の
特
例

に
関
す
る
条
例
（
平
成
16年
宮
城
県
条
例
第
10号
。
以
下
「
特
例
条
例
」
と
い
う
。）
を
平
成
16年
３
月
に
制
定

し
，
平
成
16年
度
か
ら
17年
度
ま
で
の
給
料
を
減
額
し
て
い
る
。

� 注 
１
　
普
通
会
計
と
は
，
一
般
会
計
と
特
別
会
計
（
準
公
営
企
業
会
計
を
除
く
。）
を
い
う
。

　
２
　
人
件
費
と
は
，
一
般
職
，
特
別
職
に
支
給
さ
れ
る
給
与
（
特
例
条
例
に
よ
り
減
額
さ
れ
た
後
の
額
），

退
職
手
当
，
共
済
負
担
金
，
災
害
補
償
費
等
で
あ
る
。

�
　
職
員
給
与
費

　
平
成
17年
度
の
職
員
の
給
与
費
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

� 注 
１
　
給
料
は
，
特
例
条
例
に
よ
り
減
額
さ
れ
た
後
の
額
で
あ
る
。

　
２
　
職
員
手
当
に
は
退
職
手
当
を
含
ま
な
い
。

　
３
　
特
別
職
に
支
給
さ
れ
る
給
与
及
び
報
酬
は
含
ま
な
い
。

�
　
職
員
の
平
均
給
料
月
額
，
平
均
給
与
月
額
及
び
平
均
年
齢

　
平
成
17年
４
月
１
日
現
在
の
一
般
職
の
職
員
の
平
均
給
料
月
額
，
平
均
給
与
月
額
等
は
，
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

（
平
成
17年
度
普
通
会
計
決
算
）

人
件
費
率

（
Ｂ
／
Ａ
）

人
件
費
Ｂ

歳
出
額
Ａ

％

35.3
千
円

278,409,250
千
円

788,129,254

（
平
成
17年
度
普
通
会
計
決
算
）

給
　
　
　
　
　
　
与
　
　
　
　
　
　
費

計
期
末
・
勤
勉

手
当

職
員
手
当

給
料

千
円

213,726,940
千
円

54,878,123
千
円

26,341,461
千
円

132,507,356

平
均
年
齢

 
平
均
給
与
月
額

平
均
給
料
月
額

区
　
　
　
分

41歳
９
月

424,180円
348,719円

一
般
行
政
職

42歳
１
月

509,717円
363,668円

警
察

職

43歳
１
月

445,679円
396,173円

小
・
中
学
校
教
育
職

42歳
６
月

455,090円
389,326円

高
等
学
校
教
育
職

48歳
４
月

378,498円
334,902円

技
能
労
務
職
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�
　
一
般
行
政
職
の
級
別
職
員
数

　
職
員
は
，
従
事
す
る
職
務
の
複
雑
，
困
難
及
び
責
任
の
度
合
い
に
基
づ
き
，
そ
の
適
用
さ
れ
る
給
料
表
に
定

め
る
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
17年

４
月
１
日
現
在
の
行
政
職
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
一
般
行
政
職
の
級
ご
と
の
標
準
的
な
職
務
内

容
，
そ
の
職
員
数
及
び
構
成
比
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
　
職
員
手
当

　
平
成
17年
度
に
お
け
る
主
な
職
員
手
当
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

� 注 
　
本
県
の
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
は
，
部
長
級
以
上
の
職
員
及
び
次
長
級
の
職
員
で
管
理
職
手
当
の
支
給
割

合
の
区
分
が
３
種
（
20％
）
以
上
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。

　

　

６
　
　
級

５
　
　
級

４
　
　
級

３
　
　
級

２
　
　
級

１
　
　
級

区
　
　
分

本
庁
の

 課
長
補
佐

主
任
主
査

（
相
当
困
難
）

主
任
主
査

主
　
　
事

技
　
　
師

主
　
　
事

技
　
　
師

主
　
　
事

技
　
　
師

標
準
的
な

職
務
内
容

1,858人
569人

846人
526人

312人
125人

職
員
数

30.8％
9.5％

14.0％
8.7％

5.2％
2.1％

構
成
比

計
11　
　
級

10　
　
級

９
　
　
級

８
　
　
級

７
　
　
級

本
庁
の

部
　
　
長

本
庁
の

次
　
　
長

本
庁
の

統
括
課
長

本
庁
の

課
　
　
長

本
庁
の
統
括

課
長
輔
佐

 

6,028人
32人

91人
195人

356人
1,118人

100.0％
0.5％

1.5％
3.2％

5.9％
18.6％

宮
城
県

仙
台
市

北
海
道

札
幌
市

大
阪
府

大
阪
市

東
京
都

 千
代
田
区

支
給
対
象
地
域

調
整
手
当

３
％

３
％

10％
12％

支
給
率

12,203人
１
人

５
人

29人
支
給
対
象
職
員
数
（
平
成

17年
４
月
１
日
現
在
）

� 注 
１
　
平
均
給
料
月
額
及
び
平
均
給
与
月
額
は
，
特
例
条
例
に
よ
り
減
額
さ
れ
た
後
の
額
で
あ
る
。

　
２
　
平
均
給
料
月
額
は
，
本
俸
に
給
料
の
調
整
額
及
び
教
職
調
整
額
を
含
ん
だ
額
で
あ
る
。

　
３
　
 高
等
学
校
教
育
職
に
は
，
特
殊
学
校
教
育
職
は
含
ま
な
い
。

　
４
　
平
均
給
与
月
額
は
，
平
均
給
料
月
額
に
扶
養
手
当
，
通
勤
手
当
，
住
居
手
当
，
管
理
職
手
当
，
時
間
外

勤
務
手
当
，
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
，
特
殊
勤
務
手
当
等
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

�
　
職
員
の
初
任
給

　
平
成
17年
４
月
１
日
現
在
の
新
規
採
用
職
員
の
初
任
給
と
採
用
後
２
年
を
経
過
し
た
時
点
で
の
給
料
（
モ
デ

ル
）
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

� 注 
　
宮
城
県
の
決
定
初
任
給
，
採
用
２
年
経
過
日
給
料
額
は
，
特
例
条
例
に
よ
り
減
額
さ
れ
た
後
の
額
で
あ
る
。

�
　
職
員
の
経
験
年
数
別
・
学
歴
別
平
均
給
料
月
額

　
平
成
17年
４
月
１
日
現
在
の
経
験
年
数
別
の
平
均
給
料
月
額
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

� 注 
１
　
特
例
条
例
に
よ
り
減
額
さ
れ
た
後
の
額
で
あ
る
。

　
２
　
経
験
年
数
は
，
採
用
前
に
民
間
企
業
等
に
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
期
間
を
換
算
し
，
採

用
後
の
勤
務
期
間
に
加
算
し
た
年
数
で
あ
る
。

国
宮
　
　
城
　
　
県

区
　
　
　
　
　
　
分

採
用
２
年

経
過
日

 給
料
額

 

決
　
　
定

初
任
給

 

採
用
２
年

経
過
日

 給
料
額

 

決
　
定

 初
任
給

 

184,400円
170,700円

187,347円
174,739円

大
学
卒
程
度

一
般
行
政
職

148,500円
138,800円

151,986円
141,151円

高
校
卒
程
度

213,100円
198,300円

216,897円
199,955円

大
学
卒

警
察

職
170,400円

156,700円
174,739円

160,851円
高
校
卒

－
－

209,214円
195,030円

大
学
卒

小
・
中
学
校
教
育
職

－
－

209,214円
195,030円

大
学
卒

高
等
学
校
教
育
職

経
験
年
数
20年

経
験
年
数
15年

経
験
年
数
10年

区
　
　
　
　
　
　
分

390,017円
355,370円

280,858円
大
学
卒
程
度

一
般
行
政
職

352,374円
279,570円

223,717円
高
校
卒
程
度

405,144円
353,336円

296,194円
大
学
卒

警
察

職
359,803円

307,002円
251,643円

高
校
卒

407,707円
376,828円

329,171円
大
学
卒

小
・
中
学
校
教
育
職

410,447円
374,879円

323,108円
大
学
卒

高
等
学
校
教
育
職

262,503円
239,158円

203,028円
高
校
卒

技
能
労
務
職

国
宮
　
　
　
城
　
　
　
県

区
　
分

特
定
幹
部
職
員

（
支
給
割
合
） 
 一
般
職
員

特
定
幹
部
職
員

（
支
給
割
合
） 
 一
般
職
員

期
末
手
当

勤
勉
手
当

勤
勉
手
当

期
末
手
当

勤
勉
手
当

期
末
手
当

勤
勉
手
当

期
末
手
当

勤
勉
手
当

期
末
手
当

0.90月
分

1.20月
分

0.70月
分

1.40月
分

６
月
期

0.90月
分

1.20月
分

0.70月
分

1.40月
分

６
月
期

0.95月
分

1.40月
分

0.75月
分

1.60月
分

12月
期

0.95月
分

1.40月
分

0.75月
分

1.60月
分

12月
期

1.85月
分

2.60月
分

1.45月
分

3.00月
分

計
1.85月

分
2.60月

分
1.45月

分
3.00月

分
計
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� 注 
　
退
職
手
当
の
１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
は
，
退
職
し
た
職
員
（
警
察
職
及
び
教
育
職
を
除
く
。）
に
支
給
さ

れ
た
平
均
額
で
あ
る
。

３
　
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
状
況

　
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
は
，
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
と
の
間
の
均
衡
を
考
慮
し
て

条
例
等
で
定
め
て
い
る
。

�
　
職
員
の
勤
務
時
間

３
％

３
％

10％
12％

国
の
制
度
（
支
給
率
）

146千
円

支
給
対
象
職
員
１
人
当
た

り
平
均
支
給
年
額

（
17年
度
決
算
）

94千
円
　
　
　

支
給
対
象
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額

（
17年
度
決
算
）

特
殊
勤
務
手
当

44　
　
　

手
当
の
種
類

（
手
当
数
：
平
成
17年
４
月
１
日
現
在
）

教
員
特
殊
業
務
手
当
（
教
育
職
）          

刑
事
手
当
（
警
察
職
）          

教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当
（
教
育
職
）          

夜
間
看
護
等
手
当
          

警
ら
手
当
（
警
察
職
）

支
給
額
の
多
い
手
当

代
表
的
な

手
当
の
名
称

教
員
特
殊
業
務
手
当
（
教
育
職
）          

教
育
業
務
連
絡
指
導
手
当
（
教
育
職
）          

刑
事
手
当
（
警
察
職
）          

夜
間
特
殊
業
務
手
当
（
警
察
職
）          

警
ら
手
当
（
警
察
職
）        

多
く
の
職
員
に
支
給
さ
れ
て

い
る
手
当

3,834,023千
円

支
給
総
額
（
17年
度
決
算
）

時
間
外

 勤
務
手
当

 
336千

円
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額

（
17年
度
決
算
）

国
宮
　
　
　
　
城
　
　
　
　
県

区
　
　
分

（
支
給
率
）

　
　
　
　
　
　
自
己
都
合
　
  勧
奨
・
定
年

勤
続
20年
    　
　
  21.0月

分
 

  27.30   月
分

勤
続
25年
        　
　
 33.75   月

分
   

42.12   月
分

勤
続
35年
    　
　
 47.50   月

分
 

59.28   月
分

最
高
限
度
額
　
      59.28  月

分
   

59.28月
分

  そ
の
他
の
 

定
年
前
早
期
退
職
特
例
措

加
算
措
置
 

置
（
２
％
～
20％
加
算
）

１
人
当
た

り
平
均
支
 

未
公
表
　
　
未
公
表
　

給
額

（
支
給
率
）

　
　
　
　
　
　
自
己
都
合
　
  勧
奨
・
定
年

勤
続
20年
    　
　
  21.0月

分
 

  27.30   月
分

勤
続
25年
        　
　
 33.75   月

分
   

42.12   月
分

勤
続
35年
    　
　
 47.50   月

分
 

59.28   月
分

最
高
限
度
額
　
      59.28  月

分
   

59.28月
分

  そ
の
他
の
 

定
年
前
早
期
退
職
特
例
措

加
算
措
置
 

置
（
２
％
～
20％
加
算
）

１
人
当
た

り
平
均
支
 

1,724千
円
　
26,829千

円
給
額
（
17年
度
決
算
）

退
職
手
当

　
８
時
間
／
日
（
休
憩
時
間
を
除
き
，
４
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
１
週
間
当
た
り
40時
間
）

�
　
そ
の
他
の
勤
務
条
件

イ
　
始
業
，
終
業
，
休
憩
時
間
等

　
な
お
，
本
庁
（
知
事
部
局
等
，
警
察
本
部
）
で
は
仙
台
市
内
の
朝
の
通
勤
通
学
時
間
帯
の
交
通
混
雑
を
緩

和
す
る
た
め
に
時
差
通
勤
を
行
っ
て
お
り
，
こ
れ
に
よ
る
勤
務
時
間
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
，
勤
務
す
る
職
場
に
よ
っ
て
は
，
こ
れ
と
違
っ
た
勤
務
体
制
を
と
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

� 注 
　「
知
事
部
局
等
」
と
は
，
知
事
部
局
，
議
会
事
務
局
，
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
，
監
査
委
員
事
務
局
，

労
働
委
員
会
事
務
局
，
人
事
委
員
会
事
務
局
，
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
，
企
業
局
及
び
病
院
局
を

い
う
。
以
下
同
じ
。

ロ
　
休
日

　
日
曜
日
及
び
土
曜
日
は
，
一
般
的
に
は
勤
務
を
要
し
な
い
日
で
あ
る
。
ま
た
，
次
に
掲
げ
る
日
に
は
，
特

に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
な
い
限
り
勤
務
す
る
必
要
は
な
い
。

�
　
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年
法
律
第
178号

）
に
規
定
す
る
休
日

�
　
12月
29日

か
ら
翌
年
の
１
月
３
日
ま
で
の
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
を
除

く
。） 

ハ
　
休
暇

　
職
員
は
，
次
の
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
　
年
次
有
給
休
暇

　
年
次
有
給
休
暇
は
，
職
員
の
心
身
の
疲
労
を
回
復
さ
せ
，
労
働
力
の
維
持
培
養
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
，
毎
年
20日

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，
採
用
さ
れ
た
年
だ
け
は
，
そ
の
採
用
さ
れ
た
月
に

よ
り
２
日
か
ら
20日
ま
で
の
日
数
と
な
り
，
翌
年
か
ら
20日
と
な
る
。

　
平
成
17年

に
職
員
が
取
得
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
１
人
当
た
り
の
平
均
日
数
は
，次
の
と
お
り
で
あ
る
。

終
　
業

休
息
時
間

 
休
憩
時
間

 
休
息
時
間

 
始
　
業

17：
15

15：
00～
15：
15

12：
00～
12：
45

10：
00～
10：
15

８
：
30

終
　
業

休
息
時
間

 
休
憩
時
間

 
休
息
時
間

 
始
　
業

時
差
通
勤

区
　
　
分

17：
15

15：
00～
15：
15

12：
00～
12：
45

10：
00～
10：
15

８
：
30

Ａ
勤
務

17：
45

   同
　
　
上

   同
　
　
上

   同
　
　
上

９
：
00

Ｂ
勤
務

１
人
当
た
り
平
均
取
得
日
数



（5）　 平成18年９月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第43号　　 

　
　
� 注 
　
小
，
中
学
校
の
教
職
員
を
除
く
。

�
　
病
気
休
暇

　
職
員
が
病
気
に
か
か
り
，
又
は
負
傷
を
受
け
，
そ
の
た
め
療
養
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
，
療
養
の
た

め
の
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
平
成
17年
に
７
日
以
上
の
病
気
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
の
数
（
延
べ
）
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
� 注 
　
小
，
中
学
校
の
教
職
員
を
除
く
。

�
　
特
別
休
暇

　
結
婚
，
出
産
，
親
族
の
看
護
な
ど
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
，
特
別
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
平
成
17年
に
職
員
が
取
得
し
た
特
別
休
暇
の
１
人
当
た
り
の
平
均
日
数
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
� 注 
　
小
，
中
学
校
の
教
職
員
を
除
く
。

�
　
介
護
休
暇

　
職
員
が
配
偶
者
，
父
母
，
子
，
配
偶
者
の
父
母
等
の
負
傷
，
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
介
護
を
す
る
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
，６
月
の
範
囲
内
で
介
護
休
暇
を
取
得
で
き
る
。

介
護
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
期
間
は
無
給
と
な
る
。

　
平
成
17年
度
に
介
護
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
の
数
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
� 注 
　
小
，
中
学
校
の
教
職
員
を
除
く
。

ニ
　
育
児
休
業
及
び
部
分
休
業

　
育
児
休
業
制
度
は
，
子
を
養
育
す
る
職
員
の
継
続
的
な
勤
務
を
促
進
し
，
職
員
の
福
祉
の
増
進
と
行
政
の

円
滑
な
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
，
育
児
休
業
と
部
分
休
業
が
あ
る
。

　
育
児
休
業
は
，
職
員
が
３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
，
当
該
子
が
３
歳
に
達
す
る
日
ま
で
取
得

取
得
人
数
（
延
べ
）

956人

１
人
当
た
り
平
均
取
得
日
数

3.1日

取
得
人
数

８
人

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
育
児
休
業
に
よ
り
勤
務
し
な
い
期
間
は
無
給
と
な
り
，
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に

つ
い
て
は
，
勤
務
し
な
い
期
間
に
応
じ
減
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
部
分
休
業
は
，
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
，
１
日
を
通
じ
て
２
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
，

30分
単
位
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
休
業
期
間
の
給
料
は
，
勤
務
し
な
い
１
時
間
に
つ
き
，
１
時
間
当

た
り
の
給
与
額
が
減
額
さ
れ
る
。

　
本
県
で
は
，
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
育
成
す
る
家
庭
に
対
す
る
支
援
と
子
ど
も
た
ち
が
健
や

か
に
生
ま
れ
育
つ
環
境
の
形
成
に
社
会
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
，
平
成
15年
７
月
に

成
立
し
た
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
15年
法
律
第
120号

）
に
基
づ
く
「
宮
城
県
特
定
事
業
主
行

動
計
画
」
を
平
成
17年
３
月
に
策
定
し
，
よ
り
一
層
の
育
児
休
業
等
の
利
用
促
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
平
成
17年
度
の
育
児
休
業
と
部
分
休
業
の
取
得
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

� 注 
　
上
段
に
は
平
成
17年
度
に
新
た
に
育
児
休
業
（
部
分

休
業
）
を
取
得
し
た
者
，
下
段
に
は
育
児
休
業
（
部
分

休
業
）
の
期
間
が
平
成
16年
度
か
ら
17年
度
ま
で
に
か

け
て
引
き
続
い
て
い
る
者
の
数
を
計
上
し
て
い
る
。

　
４
　
職
員
の
分
限
及
び
懲
戒
の
状
況

�
　
分
限
処
分

　
分
限
処
分
と
は
，
勤
務
実
績
不
良
の
場
合
や
，
心
身
の
故
障
の
場
合
，
又
は
そ
の
職
に
必
要
な
適
格
性
を
欠

く
場
合
等
に
お
い
て
，
公
務
能
率
の
維
持
並
び
に
適
正
な
行
政
運
営
の
確
保
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
処
分
で

あ
る
。

　
平
成
17年
度
の
分
限
処
分
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

（
単
位
：
人
）

部
分
休
業

取
得
者
数

育
児
休
業

取
得
者
数

う
ち
両
休
業

取
得
者
数

 

0 
0

3
男
性

0
0

0 

19
0

298
女
性

10
10

294

19
0

301
計

10
10

294

（
単
位
：
人
）

失
職

合
計

降
給

休
職

免
職

降
任

 
処
分
の
種
類

処
　
分
　
事
　
由

10.0日
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� 注 
１
　
分
限
処
分
に
付
さ
れ
た
者
の
数
を
，
処
分
の
種
類
及
び
事
由
に
着
目
し
て
計
上
し
て
い
る
。

　
２
　
同
一
の
者
が
複
数
回
に
わ
た
っ
て
分
限
処
分
に
付
さ
れ
た
場
合
は
，
そ
の
数
を
重
複
し
て
計
上
し
て
い

る
。

�
　
懲
戒
処
分

　
懲
戒
処
分
と
は
，
法
令
に
違
反
し
た
場
合
，
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
，
若
し
く
は
職
務
を
怠
っ
た
場
合
又

は
全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
，
職
場
の
秩
序
を
維
持
し
，
回
復

を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
処
分
で
あ
る
。

　
平
成
17年
度
の
懲
戒
処
分
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

0
0

0
地
公
法
第
28条

第
１
項
第
１
号

勤
務
実
績
が
良
く
な
い
場
合

113
113

0
0

地
公
法
第
28条

第
１
項
第
２
号

第
２
項
第
１
号

心
身
の
故
障
の
場
合

0
0

0
地
公
法
第
28条

第
１
項
第
３
号

職
に
必
要
な
適
格
性
を
欠
く
場

合

0
0

0
地
公
法
第
28条

第
１
項
第
４
号

職
制
，
定
数
の
改
廃
，
予
算
の

減
少
に
よ
り
廃
職
，
過
員
を
生

じ
た
場
合

1
1 

地
公
法
第
28条

第
２
項
第
２
号

刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
さ
れ
た

場
合

2
0

2
地
公
法
第
27条

第
２
項
　
　
　

条
例
で
定
め
る
事
由
に
よ
る
場

合

116
0

116
0

0
合
　
　
　
　
　
計

0
地
公
法
第
28条
第
４
項
に
よ
り
失
職
し
た
者

（
単
位
：
人
）

合
　
計

免
職

停
職

減
給

戒
告

 
処
分
の
種
類

処
　
分
　
事
　
由

9
1

6
2

0
地
公
法
第
29条

第
１
項
第
１
号

法
令
に
違
反
し
た
場
合

14
0

0
6

8
地
公
法
第
29条

第
１
項
第
２
号

職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
又
は

職
務
を
怠
っ
た
場
合

3
1

0
2

0
地
公
法
第
29条

第
１
項
第
３
号

全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
非
行
の
あ
っ
た
場
合

26
2

6
10

8
合
　
　
　
　
　
計

５
　
職
員
の
服
務
の
状
況

�
　
服
務
制
度
の
概
要
等

　
法
第
30条
で
は
，
服
務
の
根
本
基
準
と
し
て
，「
す
べ
て
の
職
員
は
，
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の
利
益
の

た
め
に
勤
務
し
，
且
つ
，
職
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
は
，
全
力
を
挙
げ
て
こ
れ
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
さ
れ
て
お
り
，
下
記
の
義
務
や
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
，
研
修
を
受
け
る
場
合
や
定
期
健
康
診
断
を
受
診
す
る
場
合
の
ほ
か
，
人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合

に
職
務
に
専
念
す
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
，
営
利
企
業
等
へ
の
従
事
に
関
し
て
は
，
許
可

基
準
を
設
け
運
用
し
て
い
る
。

�
　
綱
紀
の
保
持

　
職
員
は
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
，
そ
の
職
務
は
住
民
か
ら
負
託
さ
れ
た
公
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
公
務
員

と
し
て
の
綱
紀
の
保
持
に
つ
い
て
は
，
常
日
ご
ろ
か
ら
職
員
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
し
，
そ
の
徹
底
を
図
っ
て

い
る
。

　
平
成
17年
度
に
お
い
て
は
，
綱
紀
の
保
持
に
関
す
る
職
員
へ
の
文
書
通
知
を
，
次
の
と
お
り
行
っ
て
い
る
。

　

６
　
職
員
の
研
修
及
び
勤
務
成
績
の
評
定
の
状
況

�
　
職
員
の
研
修

　
よ
り
良
質
な
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
に
は
，
職
員
全
体
の
資
質
の
向
上
，
勤
務
能

法
の
規
定

服
務
の
具
体
的
内
容

法
第
31条

服
務
の
宣
誓

法
第
32条

法
令
及
び
上
司
の
命
令
に
従
う
義
務

法
第
33条

信
用
失
墜
行
為
の
禁
止

法
第
34条

秘
密
を
守
る
義
務

法
第
35条

職
務
に
専
念
す
る
義
務

法
第
36条

政
治
的
行
為
の
制
限

法
第
37条

争
議
行
為
等
の
禁
止

法
第
38条

営
利
企
業
等
の
従
事
制
限

（
単
位
：
回
）

警
察
本
部

教
育
委
員
会

知
事
部
局
等

区
　
　
　
　
　
　
分

1
2

2
選
挙
に
関
す
る
服
務
規
律
の
確
保

4
3

2
倫
理
の
保
持
，
綱
紀
の
保
持



（7）　 平成18年９月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第43号　　 
率
の
発
揮
，
増
進
さ
ら
に
は
，
意
欲
的
な
職
員
に
対
し
て
研
修
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
，
積
極
的
に
各
種
研
修
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
平
成
18年
３
月
に
は
，
今
後
の
具
体
的
な
人
事
施
策
を
展
開
す
る
上
で
の
共
通
の
指
針
と
し
て
「
み
や
ぎ
人

財
育
成
基
本
方
針
」
を
策
定
し
，「
自
分
で
学
び
，
自
分
を
育
む
」
こ
と
を
考
え
方
の
根
本
に
据
え
，
本
県
が

目
指
す
職
員
像
や
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
能
力
，
自
律
的
な
能
力
開
発
と
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
追
求
す

る
仕
組
み
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
ま
た
，「
研
修
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
で
は
，「
自
律
型
人
財
育
成
」「
政
策
力
の
一
層
の
強
化
」「
庁
外

の
人
々
と
の
交
流
の
拡
大
」「
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
積
極
的
な
支
援
」
の
４
つ
を
職
員
研
修
の
基
本
方
向
と
し
，

「
自
律
的
な
能
力
開
発
」
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
研
修
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

イ
　
知
事
部
局
等

�
　
職
場
研
修

　
各
職
場
に
お
い
て
職
員
の
日
常
業
務
を
通
じ
て
，
主
に
上
司
が
部
下
職
員
に
対
し
て
，
日
常
業
務
を
通

じ
て
職
務
遂
行
に
必
要
な
知
識
，
能
力
等
を
付
与
し
，
指
導
・
育
成
を
行
っ
て
い
る
。
個
々
の
ニ
ー
ズ
に

対
し
て
適
切
な
指
導
が
で
き
る
ほ
か
，
時
間
や
場
所
の
制
約
が
な
い
な
ど
の
利
点
が
あ
り
，
実
践
的
な
能

力
開
発
に
極
め
て
効
果
的
な
研
修
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
，
公
務
研
修
所
で
は
，
公
務
員
倫
理
，
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
，
接
遇
な
ど
に
関
す
る
ビ
デ
オ
を
各
種

取
り
そ
ろ
え
て
お
り
，
各
所
属
の
要
望
に
よ
り
貸
出
し
を
行
う
ほ
か
，
職
場
研
修
用
の
小
冊
子
を
作
成
し

て
い
る
。

�
　
研
修
所
研
修

　
地
方
主
権
型
社
会
の
実
現
を
控
え
て
一
人
ひ
と
り
の
職
員
が
身
に
つ
け
る
べ
き
政
策
力
の
向
上
と
，
職

員
が
仕
事
を
通
じ
た
自
己
実
現
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
る
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
重
視
し
た
研
修
を
展
開
す
る

と
と
も
に
，
職
員
の
自
律
的
な
能
力
開
発
を
促
進
す
る
た
め
，
職
階
ご
と
に
受
講
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
一
般
研
修
か
ら
職
階
を
問
わ
ず
受
講
し
た
い
講
座
を
選
択
し
て
受
講
で
き
る
特
別
研
修
の
転
換
を
図
る

こ
と
に
し
て
い
る
。

　
な
お
，
職
員
研
修
規
程
（
平
成
９
年
宮
城
県
訓
令
甲
10号
）
第
25条
に
よ
り
他
の
任
命
権
者
，
市
町
村

長
等
か
ら
，
所
属
職
員
の
研
修
に
つ
い
て
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
，
職
員
研
修
を
当
該
職
員
に

受
講
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
平
成
17年
度
に
実
施
し
た
公
務
研
修
所
で
の
研
修
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

�
　
部
局
研
修

　
部
局
と
し
て
，
共
通
の
行
政
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
，
所
属
職
員
が
持
て
る
知
恵
を
出
し
合

い
，
一
丸
と
な
っ
て
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
の
連
携
と
職
員
の
相
互

理
解
，
共
通
認
識
を
促
す
場
と
し
て
部
局
研
修
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
環
境
生
活
部
，
保
健
福
祉
部
，
産
業
経
済
部
，
土
木
部
等
に
お
い
て
は
，
各
職
種
に
求
め
ら
れ
る
技
術

力
向
上
の
た
め
，
そ
れ
ぞ
れ
研
修
計
画
を
策
定
し
，
職
員
の
育
成
に
努
め
て
い
る
。

�
　
派
遣
研
修

　
派
遣
職
員
は
広
範
な
専
門
知
識
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
機
会
で
あ
り
，
省
庁
や
他
都
道
府

県
，
県
内
市
町
村
，
自
治
大
学
校
，
東
北
大
学
大
学
院
，
民
間
企
業
等
へ
の
派
遣
を
行
っ
て
い
る
。

ロ
　
教
育
委
員
会

�
　
教
員

　
平
成
10年
２
月
に
策
定
し
た
「
宮
城
県
教
員
研
修
体
系
構
想
」
で
，
教
員
の
各
段
階
に
応
じ
た
研
修
体

系
を
構
築
し
た
。

　
こ
の
研
修
体
系
で
は
，
教
職
経
験
段
階
を
教
職
経
験
前
期
（
基
礎
形
成
期
），
教
職
経
験
中
期
（
充
実
・

発
展
期
），
教
職
経
験
後
期
（
深
化
・
成
熟
期
）
の
三
段
階
に
分
け
，
教
員
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
身
に
つ
け

る
べ
き
資
質
や
能
力
の
概
要
を
示
し
た
。
ま
た
，
研
修
種
別
と
し
て
は
，
基
本
研
修
（
指
定
研
修
，
職
能

研
修
），
専
門
研
修
，
特
別
研
修
（
派
遣
研
修
，
課
題
研
修
，
教
職
教
養
研
修
），
自
主
研
修
へ
の
支
援
が

あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
教
職
経
験
段
階
に
各
研
修
を
位
置
付
け
て
い
る
。

（
単
位
：
人
）

受
講
者
数

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

254
新
任
職
員
研
修

一
般
研
修

230
主
事
・
技
師
級
研
修

146
主
査
級
研
修

491
監
督
者
級
研
修

103
班
長
研
修

175
管
理
者
研
修

0
技
能
職
員
研
修

1,523
特
別
研
修

2,922
計

（
単
位
：
人
）

受
講
者
数

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

8,832
基
本
研
修
（
初
任
者
研
修
等
）

一
般
研
修

3,391
教
科
科
目
領
域
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ハ
　
警
察
本
部

　
宮
城
県
警
察
教
養
に
関
す
る
規
則
（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
14号
）
及
び
宮
城
県
警
察
教

養
規
程
（
平
成
13年
宮
城
県
警
察
本
部
訓
令
第
22号
）
に
基
づ
き
，
警
察
職
員
一
人
一
人
が
，
警
察
法
の
精

神
に
の
っ
と
り
，
民
主
警
察
の
本
質
と
警
察
の
責
務
と
を
自
覚
し
，
職
務
に
係
る
倫
理
（
職
務
倫
理
）
を
保

持
し
，
適
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
能
力
を
修
得
す
る
た
め
，
警
察
学
校
及
び
職
場
に
お
け
る
教
養
等
を
実
施

し
て
い
る
。

�
　
職
員
の
勤
務
成
績
の
評
定

　
任
命
権
者
は
，
公
務
能
率
を
増
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
，
職
員
の
執
務
に
つ
い
て
定
期
的
に
勤
務
成
績
の

評
定
を
行
い
，
そ
の
評
価
の
結
果
に
応
じ
た
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
各
任
命
権
者
に
お
い
て
は
，
職
員
個
々
の
適
性
，
能
力
，
経
験
な
ど
を
把
握
し
，
そ
れ
に
基
づ
い
た
適
材
適

所
の
人
事
配
置
や
昇
任
を
行
う
こ
と
に
よ
り
，
職
員
の
意
欲
を
引
き
出
し
，
資
質
向
上
を
図
っ
て
い
る
。

　
各
任
命
権
者
の
勤
務
成
績
の
評
定
の
概
要
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

イ
　
知
事
部
局
等

　
次
長
級
以
上
の
職
員
に
つ
い
て
は
，
組
織
経
営
に
必
要
な
判
断
力
，
情
報
分
析
力
，
統
率
力
等
に
つ
い
て

総
合
的
に
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
，
評
価
者
は
被
評
定
者
に
対
し
上
位
の
部
局
長
等
と
な
っ
て
い
る
。

　
課
長
級
及
び
課
長
補
佐
級
の
職
員
に
つ
い
て
は
，
組
織
管
理
能
力
，
業
務
推
進
能
力
，
勤
務
態
度
，
実
績

　
 

　
　
　
　
　
� 注 
　
人
数
は
延
べ
人
数
で
あ
る
。

�
　
学
校
事
務
職
等

　
事
務
職
員
等
研
修
規
程
に
基
づ
き
，
職
務
上
必
要
な
知
識
の
習
得
，
企
画
立
案
能
力
の
向
上
を
目
的
と

し
て
研
修
を
実
施
し
て
い
る
。
一
般
研
修
で
は
，
職
員
の
職
務
と
責
任
の
度
合
に
応
じ
，
職
務
上
必
要
な

知
識
及
び
技
能
の
修
得
並
び
に
一
般
教
養
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
創
造
性
や
企
画
開

発
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
有
用
な
知
識
の
修
得
や
能
力
の
開
発
を
図
る
こ
と
の
で
き
る
科
目
を
よ
り
一

層
充
実
さ
せ
た
。

　
特
別
研
修
で
は
，
業
務
遂
行
上
の
必
要
性
か
ら
受
講
希
望
者
の
多
い
O
A
研
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
，

目
標
管
理
に
よ
る
業
績
評
価
制
度
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
，
推
進
員
及
び
評
価
者
へ
の
研
修
も
実
施
し

た
。

726
特
別
研
修
（
環
境
教
育
，
最
新
教
育
課
題
等
）

802
専
門
研
修

89
長
期
研
修

13,840
計

（
単
位
：
人
）

受
講
者
数

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

22
新
任
職
員
（
実
務
）

一
般
研
修

33
新
任
職
員
研
修
（
前
・
後
期
）

13
事
務
職
員
研
修
（
第
一
部
）

22
事
務
職
員
研
修
（
第
二
部
）

24
事
務
職
員
研
修
（
第
三
部
）

39
主
査
級
研
修

34
主
任
主
査
級
研
修

37
主
幹
研
修

60
労
務
職
員
研
修

38
管
理
者
研
修

133
O
A
研
修

特
別
研
修

60
目
標
管
理
に
よ
る
業
績
評
価
研
修

515
計

（
単
位
：
人
）

受
講
者
数

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

181
初
任
科

採
用
時
教
養

136
初
任
補
修
科

33
一
般
職
員
初
任
科

9
警
察
運
営
科

昇
任
時
教
養

36
警
部
任
用
科

75
警
部
補
任
用
科

87
巡
査
部
長
任
用
科

6
課
長
補
佐
任
用
科

12
係
長
任
用
科

15
主
任
任
用
科

789
専
門
教
養

1,379
計
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及
び
全
体
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
，
評
価
者
は
，
被
評
価
者
の
所
属
長
等
と
な
っ
て
い
る
。

　
主
幹
級
以
下
の
職
員
に
つ
い
て
は
，
能
力
，
態
度
，
実
績
（
主
任
主
査
級
以
上
は
，
管
理
監
督
的
能
力
が

加
わ
る
。）
に
つ
い
て
総
合
的
に
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
，
評
価
者
は
，
被
評
価
者
の
所
属
長
等
と
な
っ
て

い
る
。

　
な
お
，
い
ず
れ
の
職
位
に
お
い
て
も
，
複
数
の
評
定
段
階
を
経
て
行
っ
て
い
る
。

ロ
　
教
育
委
員
会

　
校
長
に
つ
い
て
は
，
学
校
経
営
，
教
育
の
計
画
と
実
施
，
教
員
の
指
導
監
督
等
の
能
力
に
つ
い
て
総
合
的

に
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
，
評
価
者
は
県
立
学
校
に
お
い
て
は
県
教
育
委
員
会
教
育
長
，
市
町
村
立
学
校
に

お
い
て
は
，
市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
と
な
っ
て
い
る
。

　
教
頭
，
教
諭
，
養
護
教
諭
，
事
務
職
員
等
に
つ
い
て
は
，
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
に
応
じ
た
評
価
項
目
に
よ
り

評
定
を
行
う
こ
と
と
し
，
評
定
者
は
県
立
学
校
に
お
い
て
は
，
被
評
定
者
の
所
属
す
る
学
校
長
，
市
町
村
立

学
校
に
お
い
て
は
，
被
評
定
者
の
所
属
す
る
学
校
の
校
長
等
と
な
っ
て
い
る
。

ハ
　
警
察
本
部

　
警
視
及
び
同
相
当
一
般
職
員
（
所
属
長
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
，
性
格
，
素
行
，
人
柄
等
の
人
物
評
価
，

実
績
，
管
理
力
等
の
勤
務
評
価
，
部
外
者
と
の
折
衝
力
等
の
対
外
評
価
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
警
部
及
び
同
相
当
一
般
職
員
以
下
に
つ
い
て
は
，
迅
速
度
（
仕
事
の
処
理
），
取
組
に
対
す
る
積
極
性
等

の
業
績
評
価
，
知
識
技
能
，
創
意
工
夫
，
判
断
・
実
行
力
等
の
能
力
評
価
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
評
定
者
は
，
被
評
定
者
に
対
し
，
そ
の
直
属
の
上
位
階
級
の
上
司
と
な
っ
て
い
る
。

７
　
職
員
の
福
祉
及
び
利
益
の
保
護
の
状
況

�
　
職
員
の
福
祉

イ
　
職
場
の
安
全
衛
生

　
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
47年
法
律
第
57号
）
及
び
学
校
保
健
法
（
昭
和
33年
法
律
第
56号
）
並
び
に
職

員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
12年
宮
城
県
訓
令
甲
第
27号
）
の
規
定
に
基
づ
き
定
期
健
康
診
断
，
成
人
病

健
康
診
断
等
を
実
施
し
，
職
員
の
安
全
と
健
康
の
保
持
，
増
進
及
び
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
に
努
め
て
い

る
。

　
平
成
17年
度
の
定
期
健
康
診
断
の
受
診
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

� 注 
　
市
町
村
立
学
校
の
教
職
員
に
つ
い
て

は
，
各
市
町
村
で
受
診
す
る
た
め
，
計

上
し
て
い
な
い
。

ロ
　
職
員
宿
舎

　
事
務
や
事
業
の
円
滑
な
運
営
を
目
的
に
，
職
員
と
そ
の
家
族
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
や
寮
を
整
備
し
，

管
理
し
て
い
る
。

　
平
成
17年
度
末
の
設
置
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ハ
　
共
済
制
度

　
共
済
制
度
と
は
，
職
員
の
掛
金
と
使
用
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
等
の
負
担
金
を
財
源
と
し
て
，
職
員
の

生
活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
を
図
る
も
の
で
，
地
方
職
員
共
済
組
合
等
が
下
記
の
各
種
給
付
事
業
や
福
祉
事

業
を
行
っ
て
い
る
。

�
　
短
期
給
付
事
業

　
職
員
と
そ
の
家
族
の
病
気
や
負
傷
等
に
伴
い
，
必
要
と
な
る
治
療
費
や
入
院
費
，
出
産
，
育
児
休
業
等

の
給
付
を
行
っ
て
い
る
。

〇
　
地
方
職
員
共
済
組
合

　
〇
　
公
立
学
校
共
済
組
合

15,581
血
液
生
化
学
検
査

13,854
心
電
図
検
査

設
　
　
置
　
　
数

戸

1,709　
棟

148　
職
員
住
宅

室

763　
17　

職
員
寮

戸

2,472 ・
 

室

165　
計

（
単
位
：
人
）

受
診
者
数

検
 査
 項
 目

16,868
胸
部
Ｘ
線
検
査

17,018
血
圧
検
査

16,991
尿
検
査

事
業
主
負
担
金

 
本
　
人
　
掛
　
金

区
　
分

給
料
月
額
×
37.3175/1000

期
末
手
当
等
×
29.85/1000

給
料
月
額
×
36.98/1000

期
末
手
当
等
×
29.58/1000

医
療
給
付

給
料
月
額
×
5.12/1000

期
末
手
当
等
×
4.10/1000

給
料
月
額
×
5.12/1000

期
末
手
当
等
×
4.10/1000

介
護
保
険
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〇
　
警
察
職
員
共
済
組
合

�
　
長
期
給
付
事
業

　
職
員
が
退
職
し
た
場
合
，
在
職
中
の
病
気
や
負
傷
に
よ
る
障
害
に
な
っ
た
場
合
，
又
は
在
職
中
に
死
亡

し
た
場
合
に
，
老
後
の
生
活
や
遺
族
の
生
活
の
安
定
の
た
め
年
金
や
一
時
金
の
給
付
を
し
て
い
る
。

　
〇
　
地
方
職
員
共
済
組
合

　

〇
　
公
立
学
校
共
済
組
合

　〇
　
警
察
職
員
共
済
組
合

�
　
福
祉
事
業

　
職
員
と
そ
の
家
族
が
健
康
で
豊
か
な
生
活
が
送
れ
る
よ
う
，
健
康
増
進
の
事
業
な
ど
各
種
事
業
を
実
施

し
て
い
る
。

〇
　
地
方
職
員
共
済
組
合

　〇
　
公
立
学
校
共
済
組
合

　〇
　
警
察
職
員
共
済
組
合

　

ニ
　
公
務
災
害
補
償

　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
制
度
は
，
地
方
公
務
員
が
公
務
上
の
災
害
（
負
傷
，
疾
病
，
障
害
又
は
死
亡
を
い

う
。）
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
補
償
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
福
祉
事
業
を
行
う

も
の
で
あ
る
。

　
平
成
17年
度
の
補
償
等
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
　
職
員
の
利
益
の
保
護

イ
　
措
置
要
求
制
度

　
法
第
46条
に
よ
り
，
職
員
は
，
給
与
，
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
し
，
人
事
委
員
会
に
対
し
て
，

任
命
権
者
に
よ
り
適
当
な
措
置
が
執
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
，
企
業
職
員
（
企
業
局
，
病
院
局
）
に
つ
い
て
は
，
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
27年
法
律
第
292号

。

以
下
「
地
公
企
法
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
っ
て
法
第
46条
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
が
，
地
方
公
営
企

業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
27年
法
律
第
289号

。
以
下
「
地
公
労
法
」
と
い
う
。）
第
５
条
の

規
定
に
よ
っ
て
労
働
組
合
を
結
成
し
て
労
働
協
約
を
締
結
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

事
業
主
負
担
金

 
本
　
人
　
掛
　
金

区
　
分

給
料
月
額
×
37.44/1000

期
末
手
当
等
×
29.95/1000

給
料
月
額
×
37.00/1000

期
末
手
当
等
×
29.60/1000

医
療
給
付

給
料
月
額
×
4.58/1000

期
末
手
当
等
×
3.66/1000

給
料
月
額
×
4.58/1000

期
末
手
当
等
×
3.66/1000

介
護
保
険

事
業
主
負
担
金

 
本
　
人
　
掛
　
金

区
　
分

給
料
月
額
×
42.0625/1000

期
末
手
当
等
×
33.65/1000

給
料
月
額
×
42.00/1000

期
末
手
当
等
×
33.60/1000

医
療
給
付

給
料
月
額
×
6.04/1000

期
末
手
当
等
×
4.83/1000

給
料
月
額
×
6.04/1000

期
末
手
当
等
×
4.83/1000

介
護
保
険

事
業
主
負
担
金

 
本
　
人
　
掛
　
金

給
料
月
額
×
107.7325/1000

期
末
手
当
等
×
86.19/1000

給
料
月
額
×
85.8625/1000

期
末
手
当
等
×
68.69/1000

事
業
主
負
担
金

 
本
　
人
　
掛
　
金

給
料
月
額
×
108.8625/1000

期
末
手
当
等
×
87.09/1000

給
料
月
額
×
85.8625/1000

期
末
手
当
等
×
68.69/1000

事
業
主
負
担
金

 
本
　
人
　
掛
　
金

給
料
月
額
×
1.48/1000

期
末
手
当
等
×
1.18/1000

給
料
月
額
×
1.48/1000

期
末
手
当
等
×
1.18/1000

事
業
主
負
担
金

 
本
　
人
　
掛
　
金

給
料
月
額
×
1.65/1000

期
末
手
当
等
×
1.32/1000

給
料
月
額
×
1.65/1000

期
末
手
当
等
×
1.32/1000

事
業
主
負
担
金

 
本
　
人
　
掛
　
金

給
料
月
額
×
1.65/1000

期
末
手
当
等
×
1.32/1000

給
料
月
額
×
1.65/1000

期
末
手
当
等
×
1.32/1000

（
単
位
：
件
）

福
祉
事
業

補
　
　
　
　
　
　
　
　
　
償

計
そ
の
他

遺
族
補
償

障
害
補
償

療
養
補
償

61
252

2
26

21
203

事
業
主
負
担
金

 
本
　
人
　
掛
　
金

給
料
月
額
×
107.7375/1000

期
末
手
当
等
×
86.19/1000

給
料
月
額
×
85.8625/1000

期
末
手
当
等
×
68.69/1000
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ロ
　
不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服
申
立
て

　
法
第
49条
の
２
に
よ
り
職
員
は
，
懲
戒
そ
の
他
職
員
の
意
に
反
す
る
と
認
め
る
不
利
益
な
処
分
を
受
け
た

と
き
，
人
事
委
員
会
に
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年
法
律
第
160号

）
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
，
企
業
職
員
に
つ
い
て
は
，
地
公
企
法
の
規
定
に
よ
っ
て
行
政
不
服
審
査
法
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て

い
る
が
，
地
公
労
法
第
７
条
及
び
第
13条
，
労
働
組
合
法
（
昭
和
24年
法
律
第
174号

）
第
７
条
及
び
第
27条

等
の
規
定
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
る
。

二
　
人
事
委
員
会
の
業
務
の
状
況

１
　
職
員
の
競
争
試
験
及
び
選
考
の
状
況

　
法
に
規
定
す
る
成
績
主
義
の
原
則
に
基
づ
き
，
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
48年
人
事
委
員
会
規
則
４

－
０
）
を
定
め
，
職
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
は
，
原
則
と
し
て
競
争
試
験
に
よ
り
，
ま
た
，
競
争
試
験
に
よ
り
難

い
と
認
め
ら
れ
る
一
部
の
職
種
に
つ
い
て
は
選
考
に
よ
り
，
受
験
成
績
そ
の
他
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
き
，
厳
正

に
優
秀
な
人
材
の
確
保
に
努
め
て
い
る
。

�
　
競
争
試
験
の
実
施
状
況

　
平
成
17年
度
の
競
争
試
験
の
実
施
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

イ
　
実
施
日

ロ
　
競
争
試
験
の
実
施
状
況

�
　
採
用
・
転
任
選
考
の
実
施
状
況

　
平
成
17年
度
の
採
用
及
び
転
任
選
考
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
�
　
昇
任
選
考
の
実
施
状
況

　
平
成
17年
度
の
昇
任
選
考
の
実
施
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

最
終
合
格
発
表
日

２
次
試
験
日

 
１
次
試
験
日

 
区
　
分

平
成
17年
８
月
19日

平
成
17年
７
月
21日

平
成
17年
７
月
25日
～
29日

平
成
17年
６
月
26日

大
卒
程
度

試
　
　
験

平
成
17年
11月
18日

平
成
17年
10月
25日

平
成
17年
10月
31日
～
11月
２
日

平
成
17年
９
月
25日

短
大
卒
程

度
試
験

平
成
17年
11月
18日

平
成
17年
10月
25日

平
成
17年
10月
26日
～
27日

平
成
17年
９
月
25日

高
卒
程
度

試
　
　
験

平
成
17年
８
月
25日

平
成
17年
８
月
２
日

平
成
17年
８
月
３
日
～
９
日

平
成
17年
７
月
10日

警
察
官

試
験

（
Ａ
区
分
）

平
成
17年
11月
18日

平
成
17年
10月
11日

平
成
17年
10月
12日
～
14日

平
成
17年
９
月
18日

警
察
官

試
験
 

（
Ｂ
区
分
）

21.8
63

198
77.8

1,374
1,766

大
卒
程
度

試
　
　
験

21.4
27

71
78.1

579
741

短
大
卒

程
度
試
験

16.7
38

118
89.4

634
709

高
卒
程
度

試
　
　
験

9.2
150

473
85.0

1,374
1,616

警
察
官

試
験

（
Ａ
区
分
）

12.7
62

193
89.6

790
882

警
察
官

試
験
 

（
Ｂ
区
分
）

（
単
位
：
人
）

計
そ
の
他

警
察

本
部

教
　
育

委
員
会

知
事

部
局

区
　
　
　
分

0
0

0
0

0
部
長
及
び
そ
の
相
当
職

2
0

0
0

2
次
長
及
び
そ
の
相
当
職

19
0

1
12

6
課
長
及
び
そ
の
相
当
職

119
62

4
22

31
課
長
補
佐
及
び
そ
の

相
当
職
以
下

140
62

5
34

39
合
　
　
　
計

（
単
位
：
人
・
％
）

競
争
倍
率

（
倍
）

最
終

合
格
者
数

第
１
次

合
格
者
数

受
験
率

受
験

者
数

申
込

者
数

区
　
分

（
単
位
：
人
）

計
そ
の
他

警
察

本
部

教
育

委
員
会

知
事

部
局

区
　
　
　
分

19
1

8
0

10
部
長
及
び
そ
の
相
当
職

35
2

0
1

32
次
長
及
び
そ
の
相
当
職

153
8

24
24

97
課
長
及
び
そ
の
相
当
職

61
0

61
0

0
課
長
補
佐
及
び
そ
の

相
当
職
以
下

268
11

93
25

139
合
　
　
　
計
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３
　
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
の
状
況

　
法
第
46条
に
よ
り
，
職
員
は
，
給
与
，
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
し
，
人
事
委
員
会
に
対
し
て
，
任

命
権
者
に
よ
り
適
当
な
措
置
が
執
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
　
係
属
状
況

　
平
成
17年
度
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
要
求
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
� 注 
　
一
部
否
認
・
却
下
の
場
合
，
全
部
否
認
１
件
と
す
る
。

�
　
完
結
事
案

　
平
成
17年
度
の
措
置
要
求
に
関
す
る
完
結
事
案
は
な
い
。

４
　
不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服
申
立
て
の
状
況

　
法
第
49条
の
２
に
よ
り
職
員
は
，
懲
戒
そ
の
他
職
員
の
意
に
反
す
る
と
認
め
る
不
利
益
な
処
分
を
受
け
た
後
，

人
事
委
員
会
に
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
　
係
属
状
況

　
平
成
17年
度
の
不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服
申
立
て
の
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

２
　
給
与
，
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
の
状
況

　
人
事
委
員
会
は
，
法
第
８
条
及
び
第
26条
の
規
定
に
基
づ
き
，
職
員
の
給
与
の
実
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
，

民
間
事
業
所
の
従
業
員
の
給
与
，生
計
費
な
ど
職
員
の
給
与
決
定
の
諸
条
件
等
に
つ
い
て
調
査
及
び
検
討
を
行
い
，

議
会
及
び
知
事
に
対
し
て
職
員
の
給
与
等
に
関
し
て
報
告
す
る
と
と
も
に
，
併
せ
て
給
与
に
関
す
る
勧
告
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
17年
度
の
勧
告
の
状
況
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
　
勧
告
日

　
平
成
17年
10月
７
日

�
　
公
民
較
差

� 注 
　（
　
）
内
は
，
特
例
条
例
に
よ
る
減
額
措
置
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
額
を
基
礎
と
し
て
算
出
し
た
額
等

で
あ
る
。

�
　
勧
告
の
内
容

イ
　
給
料
表

　
教
育
職
給
料
表
�
，
教
育
職
給
料
表
�
を
除
く
給
料
表
に
つ
い
て
は
，
人
事
院
勧
告
の
内
容
に
準
じ
て
改

定
を
す
る
こ
と
。

　
教
育
職
給
料
表
�
，
教
育
職
給
料
表
�
に
つ
い
て
は
，
人
事
委
員
会
勧
告
の
給
料
表
に
よ
る
こ
と
。

ロ
　
諸
手
当
                                                                                                 

�
　
初
任
給
調
整
手
当

　
　
人
事
院
勧
告
の
内
容
に
準
じ
て
改
定
す
る
こ
と
。

�
　
扶
養
手
当

　
　
配
偶
者
に
係
る
支
給
月
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
。（
13,500円

→
13,000円

）

�
　
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当

　
　
平
成
17年
度

　
　
ａ
　
勤
勉
手
当
の
年
間
支
給
月
数

　
　
　
　
一
般
職
員
　
1.4月

 →
 1.45月

　
　
　
　
特
定
幹
部
職
員
　
1.8月

 →
 1.85月

　
　
ｂ
　
期
末
特
別
手
当
の
年
間
支
給
月
数

　
　
　
　
3.3月

分
 →
 3.35月

分

較
差
（
Ａ
－
Ｂ
）

職
員
給
与
 Ｂ

民
間
給
与
 Ａ

3,556円
　［
　
0.92％

］
（
　△
1,748円

）［
△
0.44％

］
388,341円

 
（
393,645円

）
391,897円

  

翌
年
度
へ

の
繰
越
　

�
－
�

   処
　
　
理
　
　
件
　
　
数

係
属
件
数

 

区
　
分

計(B
)

判
　
　
　
定

打
切
り

取
下
げ

却
下

計�
新
規
申
立

前
年
度
か
ら
の
繰
越

全
部
否
認

一
部
容
認

全
部
容
認

2
0

0
0

0
0

0
0

2
1

1
給
与

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
旅
費

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
勤
務
時
間

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
休
暇

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
執
務
環
境

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
厚
生
福
利

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
転
任

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
任
用

1
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
そ
の
他

3
0

0
0

0
0

0
0

3
2

1
計
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�
　
完
結
事
案

　
平
成
17年
度
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
完
結
事
案
は
な
い
。

翌
年
度
へ

の
繰
越
　

�
－
�

   処
　
　
理
　
　
件
　
　
数

係
属
件
数

 

区
　
分

計(B
)

判
　
　
　
定

打
切
り

取
下
げ

却
下

計�
新
規
申
立

前
年
度
か
ら
の
繰
越

処
分
承
認

処
分
修
正

処
分
取
消

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
降
給

分限処分

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
降
任

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
休
職

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
免
職

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
戒
告

懲戒処分

1
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
減
給

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
停
職

2
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
免
職

1
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
転
任

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
そ
の
他

6
0

0
0

0
0

0
0

6
2

4
計
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